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新旧対照表 

○児童福祉法施行細則 

 

新 旧 

児童福祉法施行細則 児童福祉法施行細則 

（事務の委任） （事務の委任） 

第１条 次に掲げる事務は、児童相談所長に委任する。 第１条 次に掲げる事務は、児童相談所長に委任する。 

(１)～（19） 略  (１)～（19） 略 

(20) 法第33条第２項、第18項又は第20項の規定により、一時保護を行わせ、

及び一時保護を行うことを委託させること。 

(20) 法第33条第２項、第９項又は第11項の規定により、一時保護を行わせ、

及び一時保護を行うことを委託させること。 

(21)～（33） 略  (21)～（33） 略 

２ 略 ２ 略 

  

第２条～第20条 略 第２条～第20条 略 

  

（公告の方法） （公告の方法） 

第20条の２ 法第33条の２の２第４項の規定による公告は、物の名称、種類、

数量及び形状、児童がその物を所持するに至つた経緯その他の事項をインタ

ーネットの利用その他の方法により公表して行うものとする。 

第20条の２ 法第33条の２の２第４項の規定による公告は、物の名称、種類、

数量及び形状、児童がその物を所持するに至つた経緯その他の事項を当該児

童相談所の掲示場に掲示して行うものとする。ただし、貴重と認められる物

については、神奈川県公報に掲載して行うものとする。 

  

第20条の３～第42条 略 第20条の３～第42条 略 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2/2  

新 旧 

 

措 置 委 託 通 知 書                

第     号   

年  月  日   

        殿 

児童相談所長□印    

 児童福祉法第27条第１項第３号（第２項）の規定による措置委託を次のとおり決定し

ましたので通知します。 

児 童 氏 名  生年月日 年  月  日  

入所施
設又は
里親等 

名 称  

所在地  

委託(入所)期間 年  月  日から  年  月  日まで  

理 由  

参 考  

階 層 区 分 階層 

添 付 書 類 等 

１児童記録表 ２身体検査票 ３在学証明書 ４転出証明書 

５個人番号カード等又は資格確認書 ６一時保護記録  

７母子健康手帳 ８受診券 ９衣類 

  

 

措 置 委 託 通 知 書                

第     号   

年  月  日   

        殿 

児童相談所長□印    

 児童福祉法第27条第１項第３号（第２項）の規定による措置委託を次のとおり決定し

ましたので通知します。 

児 童 氏 名  生年月日 年  月  日  

入所施
設又は
里親等 

名 称  

所在地  

委託(入所)期間 年  月  日から  年  月  日まで  

理 由  

参 考  

階 層 区 分 階層 

添 付 書 類 等 

１児童記録表 ２身体検査票 ３在学証明書 ４転出証明書 

５健康保険証 ６一時保護記録 ７母子健康手帳 ８受診券 

９衣類 

 
 

 

 


